
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、
医薬品の安定供給に向けた取り組みを行っていま
す。
また、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の
処方変更等に関して適切な対応ができる体制を整
えています。なお、供給状況に応じて患者様へ投
与する薬剤が変更となる可能性がありますが、そ
の際は患者様にご説明いたします。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

※後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬
品(新薬)と同じ有効成分を同量含み、効き目・品
質・安全性が同等であると国が認めたお薬です。
研究開発の費用が抑えられることから、先発医薬
品より価格が低く設定され、日本の医療費削減に
も貢献し、後発医薬品の普及は国民皆保険制度の
維持に役立ちます。
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